
第37回消費者教育推進会議における説明内容（主なもの）

（消費者庁）
○ 基本方針の基本的な視点として、デジタル関係のトラブルを回避するための知識、批判的思考力、適切な情報収集・
発信（デジタルを活用した消費者自らの情報収集、相互に伝え合う活動の促進等）が重要。

○ ポータルサイトで情報提供や連携を促進。最近のトラブル事例や教材の提供による担い手への支援が必要。
○ デジタル生活を扱った教材、高齢者向け教材と活用事例集、ネット取引を扱った研修プログラム等を開発。

【デジタル化に対応した消費者教育の取組の現状】

（総務省）
○ e-ネットキャラバン、インターネットトラブル事例集、偽・誤情報に関する啓発教材等、若年向けの危険回避をテーマと
するものに加え、幅広い世代対象とするリテラシー向上の施策を推進。

○ ICT活用のためのリテラシー向上に関するロードマップを取りまとめ、取り組む事項の方向性を整理。
○ 世代共通課題（短期的取組事項）をまとめ、リテラシー向上コンテンツの提供・紹介サイトを公開。

（経済産業省）
○ キャッシュレスを利用する際に注意すべきことやセキュリティー対策を分かりやすく説明したリーフレットや動画を作成。
○ 成年年齢引下げを踏まえ、若年層向けにクレジットを扱った特設サイトを公開。
○ クレジット協会のサイトで各種コンテンツを掲載。教員向け研修や生徒向けの出張講座、教材の配布を実施。
○ オンラインでのクレジットカードの不正利用増加に対して、政府広報、各種媒体で注意喚起を実施。

（原田委員 一般社団法人ECネットワーク）
○ 若年層、成年、高齢者の各世代に合わせたリテラシーの底上げが必要。同世代でもリテラシーに差がある。
○ 社会の動きに教材内容が追いついていない。AIを活用したプライバシーに配慮したパーソナルな啓発が求められる。
技術的な部分については、事業者や業界団体との連携も必要。

（長谷川委員 金城学院大学）
○ QRコード決済やクレジットカード決済の疑似体験、探究的に学ぶ授業、アクティブラーニング型の授業を実践。
○ キャッシュレスが進むと個人のクレジットスコアも利用されるので、返済や信用に関する教育が必要。
○ QFT（Question Formulation Technique、質問づくり）手法を用いれば、題材を差し替えるだけで授業ができる
ので、新しい社会問題が生じたときにも、即座に対応しやすい。 10



第37回消費者教育推進会議における説明内容（主なもの）
【デジタル化に対応した消費者教育の取組の現状】
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（金融庁）
○ 改正金融サービス提供法に基づき、「安定的な資産形成の支援に関する基本的方針」を策定する。
○  金融リテラシー調査から、金融経済教育を受けたと認識している人の割合が低い。学校や職域、地域等多様なチャン
ネルで学ぶ機会を提供する。

○ 資産形成の考え方、金融商品の特徴の理解、金融トラブルの防止、金融リテラシー向上が不可欠。
○ 消費者教育との連携を明記。
○ 学校教員向け支援（負担軽減）として、講師派遣、教員向けセミナーの実施を推進。
○ 金融経済教育推進機構、関係機関の相互連携により、効果的・効率的な施策を推進。



第37回消費者教育推進会議 取組報告① 【デジタル化に対応した消費者教育の取組の現状】

（消費者庁）
○ 基本方針の基本的な視点として、デジタル関係のトラブ
ルを回避するための知識、批判的思考力、適切な情報
収集・発信（デジタルを活用した消費者自らの情報収
集、相互に伝え合う活動の促進等）が重要。

○ ポータルサイトで情報提供や連携を促進。最近のトラブ
ル事例や教材の提供による担い手への支援が必要。

○ デジタル生活を扱った教材、高齢者向け教材と活用事
例集、ネット取引を扱った研修プログラム等を開発。
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第37回消費者教育推進会議 取組報告②

（総務省）
○ e-ネットキャラバン、インターネットトラブル事例集、
偽・誤情報に関する啓発教材等、若年向けの危険
回避をテーマとするものに加え、幅広い世代対象と
するリテラシー向上の施策を推進。

○ ICT活用のためのリテラシー向上に関するロードマッ
プを取りまとめ、取り組む事項の方向性を整理。

○ 世代共通課題（短期的取組事項）をまとめ、リ
テラシー向上コンテンツの提供・紹介サイトを公開。
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第37回消費者教育推進会議 取組報告③

（経済産業省）
○ キャッシュレスを利用する際に注意すべきことや
セキュリティー対策を分かりやすく説明したリーフ
レットや動画を作成。

○ 成年年齢引下げを踏まえ、若年層向けにクレ
ジットを扱った特設サイトを公開。

○ クレジット協会のサイトで各種コンテンツを掲載。
教員向け研修や生徒向けの出張講座、教材の
配布を実施。

○ オンラインでのクレジットカードの不正利用増加
に対して、政府広報、各種媒体で注意喚起を
実施。
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第37回消費者教育推進会議 取組報告④ 【デジタル化に対応した消費者教育の取組の現状】
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（原田委員 一般社団法人ECネットワーク）
○ 若年層、成年、高齢者の各世代に合わせたリテラシー
の底上げが必要。同世代でもリテラシーに差がある。

○ 社会の動きに教材内容が追いついていない。AIを活
用したプライバシーに配慮したパーソナルな啓発が求
められる。技術的な部分については、事業者や業界
団体との連携も必要。

（長谷川委員 金城学院大学）
○ QRコード決済やクレジットカード決済の疑似体験、探
究的に学ぶ授業、アクティブラーニング型の授業を実践。

○ キャッシュレスが進むと個人のクレジットスコアも利用され
るので、返済や信用に関する教育が必要。

○ QFT（Question Formulation Technique、質問
づくり）手法を用いれば、題材を差し替えるだけで授
業ができるので、新しい社会問題が生じたときにも、即
座に対応しやすい。



第37回消費者教育推進会議 取組報告⑤
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（金融庁）
○ 改正金融サービス提供法に基づき、「安定的な資産形成の支援に関する基本的方針」を策定する。
○  金融リテラシー調査から、金融経済教育を受けたと認識している人の割合が低い。学校や職域、地域等多様なチャンネル
で学ぶ機会を提供する。

○ 資産形成の考え方、金融商品の特徴の理解、金融トラブルの防止、金融リテラシー向上が不可欠。
○ 消費者教育との連携を明記。
○ 学校教員向け支援（負担軽減）として、講師派遣、教員向けセミナーの実施を推進。
○ 金融経済教育推進機構、関係機関の相互連携により、効果的・効率的な施策を推進。



第37回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）
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（ICT活用リテラシー、デジタルスキル）
• 災害や有事の際のデジタルスキル、善意での情報拡散の社会的影響等、冷静な判断が必要なことを扱うべき。
• 偽・誤情報を見抜く判断力は若年者のみならず高齢者にも必要。高齢者向けにデジタル講座を開くニーズがとても高い
ため、体制作りや支援に力を入れるべき。

• ネット依存、使い過ぎによる健康への弊害についても啓発が必要。
• 教材・コンテンツの活用実績を把握し、省庁が連携した周知が必要。

（キャッシュレス、CEコマース）
• キャッシュレスについて、小・中・高校の段階に合わせて学ぶべきことを整理し、副教材が重要。
• 法規制が及ばない決済手段との違いも整理し、キャッシュレスのメリット・デメリットを教育することも必要。
• ＣEコマース、循環型社会に資するような商品の取引方法や、購入する際の注意点、デジタルタグの活用も啓発すべき。
• ECサイトでのカード決済、不正カード利用防止のため本人確認が求められることを早めに理解してもらう必要がある。
• 外国人向けの啓発、情報提供も必要。

（現場での実践にあたっての課題）
• デジタル広告の批判的な見方について、効果のある教材が必要。
• リテラシーの差を踏まえ、個々の特性に応じたオンデマンドタイプの教材や講座の実施等の工夫が必要。
• 継続的な講師の育成、スキルアップによる担い手の確保、教材のアップデートは課題。
• 決済手段が使えなくなった場合や、ネットショッピングでの商品写真と実物が異なるリスク等、対処法を学ぶ必要。
• 小・中学校にはタブレット端末を操作できる環境にあるので、各種決済やフリマアプリでの取引の疑似体験を、デジタル化
に対応するための体験学習として、多くの学校現場で消費者教育として実施できるよう環境整備を進めてほしい。

• 教員が実施するのは容易ではないので、外部講師や教材支援を充実させる必要がある。
• デジタル化の動きが激しい中でキャッシュレス決済を不安なく使うためには、消費者がどう向き合っていくかという視点が重
要。小・中・高といった発達段階に応じて何を学んでいくかを整理し、推進会議から示していくことができるとよい。

【デジタル化に対応した消費者教育の取組の課題】



第37回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）
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（基本方針について）
・ 国が（機構を立ち上げ）資産形成の支援に力を入れるようになった背景をしっかり示すことが重要。

（教育内容・教材、講師等の課題）
・ 消費生活センターでは、担い手である消費生活相談員には金融商品に関する知識が不足している場合があるなど、人
材が不足。金広委などの関係団体等との連携により、資産形成も含めた教育の裾野を広げていくことが必要。

・ 社会保障制度（年金や介護）の施策について、リスクがある点の説明や教育が必要。
・ 金融商品の販売者に義務付けられていること、借金をしての投資はありえないこと、販売事業者にすべき質問の具体例
や回答の評価など、具体的な教育が必要。

・ 金融トラブルを未然に防ぐためには、金融の基本的知識を身につけるための金融教育と、被害防止のための啓発を一体
的に行うこと効果的。

・ 多重債務に陥らないための教育も必要。
・ 機構の認定アドバイザーの資格が不透明。
・ 相談員やコーディネーターの金融関連のスキルアップが必要。
・ 金融商品の特徴について扱うことに難しさを感じている教員が多い。限られた授業時数の中でどのように実践するか課題。

【金融経済教育の取組の課題】

【その他（主に教材についての御意見）】
・ 教材はたくさんあるのに、行き渡っていない。古くなったときにどのようにしてそれを変えていったらいいかというのも課題。
・ 学校の先生が、どうすれば、より良い教材を、あまり労力をかけずに選択することができるかというところも検討課題。
・ せっかくの教材が有効に学校現場に届いていないという印象。現場の教員が日々の授業で実際に活用できるところまで
届くようにするにはどうしたらよいのか考えることが必要。


